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収益分配金に関する留意事項



※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。

※関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を
外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.1865％（税込）。
なお、投資対象とする投資信託証券の報酬等が香港ドルコースでは年率0.39％程度、香港ドルコース
以外では年率0.40％程度かかるため、実質的に負担する運用管理費用は香港ドルコースでは
年率1.5765％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）、香港ドルコース以外
では年率1.5865％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）。

その他の費用・手数料

■当資料は大和証券投資信託委託株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付
目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

■投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資
元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

■投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資
信託は投資者保護基金の対象ではありません。

■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は
過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実質的な
投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

■分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない
場合もあります。

当資料で使用した金利について
【各通貨の短期金利】■香港ドル：1カ月HIBOR（香港銀行間取引金利）、米ドル：1カ月LIBOR（ロンドン銀行間取引金利）、豪ドル：1カ月LIBOR、
日本円：1カ月LIBOR、ブラジル・レアル：30日金利スワップレート、南アフリカ・ランド：1カ月JIBAR （ヨハネスブルグ銀行間取引金利）のデータを使用。
資源国通貨：豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランドの短期金利の平均値を使用。
※当広告に記載の商品は、現在のお客様の投資方針に必ずしも適さない場合があります。お客様のご経験等、諸般の事情によりお取引をお受けでき
　ない場合がございますことを予めご了承下さい。

（2011.11）

お客様が直接的に負担する費用

信託財産留保額

お申込総金額に応じて、右記の手数料率を購入価額に
乗じた額。
※お申込総金額とは、購入価額（基準価額×購入口数）に購入時手数料と
　購入時手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額です。

ありません。

購入時手数料 3.15％（税抜3.0％）1,000万円未満
手数料率お申込総金額

2.10％（税抜2.0％）1,000万円以上1億円未満
1.05％（税抜1.0％）1億円以上5億円未満
0.525％（税抜0.5％）5億円以上

○委託会社のホームページ アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/

■＜受託会社＞ ファンドの財産の保管および管理を行なう者　中央三井アセット信託銀行株式会社

■＜委託会社＞ ファンドの運用の指図を行なう者　大和証券投資信託委託株式会社
○お電話によるお問合わせ先 フリーダイヤル　 0120-106212（営業日の９：００～１７：００）

購入単位 1万円以上1円単位

申込受付中止日申込受付中止日

購入価額 ①当初申込期間：1口当たり1円　②継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）

① 香港証券取引所、ニューヨークの銀行または香港の銀行のいずれかの休業日
② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
（注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

繰上償還繰上償還

●●主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、
　信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
●●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託
　契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
　・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合　・信託契約を解約することが受益者のために有利で
　　あると認めるとき　・やむを得ない事情が発生したとき

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間
購入の申込期間
設定日

決算日

午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

平成23年12月28日

毎月20日（休業日の場合翌営業日）（注）第1計算期間は、平成24年1月20日（休業日の場合翌営業日）までとします。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した
場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。

信託期間 平成23年12月28日から平成28年12月20日まで
＊受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

①当初申込期間：平成23年11月30日から平成23年12月27日まで　②継続申込期間：平成23年12月28日から平成25年3月13日まで

当初募集額 各ファンドについて1,000億円を上限とし、合計で6,000億円を上限とします。
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